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１ はじめに 

この基本方針は、地方自治法の一部改正（平成１５年９月２日施行）に

より、地方公共団体が設置する公の施設の管理に関し、指定管理者制度が

導入されたことに伴い、その対応について本市の基本的な考えを定めたも

のである。 

基本方針策定以降、本市において数多くの施設に指定管理者制度を導入

し、これまで、指定期間の満了や更新の時期を迎えてきたところである。 

今回、指定管理者制度の趣旨やこれまでの実績を踏まえ、今後の指定管

理者制度のより効果的な導入を図るため、基本的な考え方を改めて定める

ものである。 

 

２ 指定管理者制度について 

多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用し、住民サービスの向

上や経費の節減等を図ることを目的とするものである。 

 

３ 指定管理者制度への対応 

本市では、指定管理者制度を公の施設の有力な管理手法の一つであると

位置づけるものであるが、施設ごとに、指定管理者制度が効果的かつ効率

的に施設の設置目的を達成する最適な手法であるかを総合的に検討し、指

定管理者制度の導入及び更新の是非を判断するものとする。 

 

４ 指定管理者制度導入の手続 

⑴ 指定管理者の募集 

ア 条例の内容 

指定管理者に係る条例に、次の事項を規定する。 

(ｱ) 指定の手続 

(ｲ) 管理の基準 

(ｳ) 業務の範囲 

(ｴ) その他必要な事項 

イ 募集の方法 

募集の方法については、次の(ｱ)から(ｳ)までを考慮したものとする。 
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(ｱ) 募集の方法 

指定管理者の募集は、制度の趣旨に鑑み原則として公募とする。

その際、広報紙やホームページ等を活用し、広く応募者を募集する。 

なお、制度趣旨を十分に考慮した上で、合理性が認められる場合

に限り、非公募（随意指定）とすることができる。 

(ｲ) 募集要項の作成 

条例および規則に定めた指定管理者に係る管理の基準を基に、実

務上必要となる細目について検討し、その中で公募に際し周知すべ

き事項について要項を整備する。 

なお、非公募（随意指定）の際は、公募の際と同様に要項を整備

する。 

(ｳ) 公募期間 

公募の期間は、より多くの応募者が参加できるように相当な期間

を確保する。 

⑵ 指定管理候補者選定委員会の設置・運営 

ア 指定管理候補者選定委員会を要綱で設置する。 

イ 委員会は、指定管理者の指定に関し応募者が提出する事業計画等に

基づき、条例等で定める選定基準に照らして総合的に審査を行う。 

ウ 委員会は、施設設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成できると

認められる者を指定管理候補者として選定する。 

なお、指定管理申請者が1者であっても審査しなければならない。 

⑶ 指定管理者の監督 

ア 事業報告書の提出 

毎年度終了後、指定管理者から管理業務に関する事業報告書を提出

させなければならない。 

イ 事業の評価 

指定管理者制度による効果を検証するために、毎年度、当該施設ご

とに事業の評価を行う。 

ウ 指定管理者の指導 

指定管理者制度導入効果の検証・評価の結果に応じて、指定管理者

に対して適切な指示等を行う。 

 

５ 個人情報保護及び情報公開 

⑴ 個人情報保護 

個人情報の保護に関する法律の趣旨に則り、指定管理者の個人情報の

取り扱いに関しての必要な措置として、個人情報に関する規定を整備す

る。 

⑵ 情報公開 
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北本市情報公開条例の趣旨に則り、指定管理者が情報公開を行うため

の必要な措置として、情報公開に関する規定を整備する。 

 

６ 条例の設置 

指定管理者制度の導入に伴い必要となる条例は、指定管理者が行う管理

の基準や業務の範囲について共通化が図れないため、施設ごとに整備する。

指定の手続等の共通事項についても各施設設置条例で定める。 

 

７ 議会での議決と指定 

指定管理候補者を選定した場合は、法の規定に基づき議会の議決を経て、

指定管理者の指定を行わなければならない。 

 

８ 利用料金制 

指定管理者の経営努力の促進の観点から、利用料金制の積極的な導入を

図ることとする。 

 

９ 指定の期間 

指定の期間は、施設の性質、目的等を総合的に勘案して、３～５年を標

準とする。 


